
全国社会保険労務士会連合会共済会

社労士の皆様へ　大きな補償（保障）をお手頃な掛金で得られる共済会にぜひこの機会にご加入ください。 2024年度版

全国社会保険労務士会連合会共済会は、これまで会員の皆様の福利厚生のため、
時代のニーズに合わせた商品を取扱い運営してまいりました。
今後も会員の皆様に安心して業務にお取り組みいただけるよう、さまざまな
商品を用意しておりますので、ご案内申し上げます。

安心サポートガイド
全国社会保険労務士会連合会共済会の

いざという時に
備えて

安心

大手5社の保険で
しっかり

サポート

自分に合った
保険を

選べる

P.1 ・・・・・・・取扱保険ラインナップ
P.2 ・・・・・・・グループ保険 [ 大樹生命保険株式会社 ]

P.3 ・・・・・・・総合医療保険（団体型）[ 日本生命保険相互会社 ]

P.4 ・・・・・・・団体医療保険 [ 三井住友海上火災保険株式会社 ]

P.5 ・・・・・・・医療保険 EVERシンプル [ アフラック ]

P.6 ・・・・・・・生きるためのがん保険 Days1 [ アフラック ]

P.7 ・・・・・・・休業給付／傷害給付（団体総合生活保険）
 [ 東京海上日動火災保険株式会社 ]

P.8 ・・・・・・・団体長期障害所得補償保険
 [ 三井住友海上火災保険株式会社 ]

P.9・10 ・・・社会保険労務士賠償責任保険制度
 [ 東京海上日動火災保険株式会社 ]

P.11・12 ・・使用者賠償責任保険制度
 [ 東京海上日動火災保険株式会社 ]

P.13 ・・・・・・契約保養施設のご案内
P.14 ・・・・・・報酬口座振替システム
 [ 日本システム収納株式会社・大樹収納サービス株式会社 ]

P.15 ・・・・・・資料請求用FAX用紙

C O N T E N T SC O N T E N T S

各商品の詳細については、共済会ホームページまたは巻末の
FAX用紙にて資料をご請求ください。



取扱保険ラインナップ
全国社会保険労務士会連合会共済会

社会保険労務士賠償責任保険制度
（東京海上日動火災保険株式会社）

● 社労士業務上で生じた事故により損害賠償請
求を受けたときに補償

● 支払限度額に応じた複数プランを用意
● サイバーリスク特約有

使用者賠償責任保険制度
（東京海上日動火災保険株式会社）

● 従業員の業務災害・通勤災害に伴う法律上の
賠償責任を補償

● パワハラ・セクハラ等の侵害行為に伴う法律
上の賠償責任を補償

p.9･10

p.11･12

社会保険労務士の関与先企業が加入できる使用者賠
償責任保険制度も用意しています。

業務上の万が一にそなえたい

グループ保険
（大樹生命保険株式会社）

●  死亡および所定の高度障害状態時に保障
●  １年更新型

p.2

家族のためにそなえたい

総合医療保険（団体型）
（日本生命保険相互会社）

●  ケガや病気等による入院、手術等を保障
●  １年更新型

団体医療保険
（三井住友海上火災保険株式会社）

●  病気やケガによる入院、手術を補償
●  先進医療の費用も基本補償
●  １年更新型

医療保険 EVERシンプル
（アフラック）

● 病気（がんを含む）やケガによる入院、手術を保障
● 終身タイプ  一部特約の保障は除きます。

生きるためのがん保険Days1
（アフラック）

● がんによる入院、手術を保障
●  終身タイプ 一部特約の保障は除きます。

p.3

p.4

p.5

p.6

病気・ケガにそなえたい

休業給付／傷害給付
（東京海上日動火災保険株式会社）

●  病気やケガによる休業・療養時に補償
●  支払限度期間1年

長期所得補償制度
（三井住友海上火災保険株式会社）

●  病気やケガよる長期療養時に補償
●  免責期間30日or372日or547日の選択が可能
●  てん補期間60才満了、65才満了、70才満了から
選択可能

p.7

p.8

働けなくなったときにそなえたい
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責任開始期（加入日） 申込締切日
2024年 7月1日  2024年  5月15日（水）
2024年10月1日  2024年  8月15日（木）
2025年 1月1日  2024年11月15日（金）

●最高2,000万円保障（死亡・高度障害のみのシンプルな保障内容）
●業務上・業務外を問わず24時間の保障です。
●健康であれば、医師による診査はなく、健康状態に関する告知のみで加入手続きが可能です。

●災害割増特約付で、災害時や所定の感染症で死亡・高度障害の場合は保障が上乗せされます。
●１年ごとに収支計算を行い剰余金があれば配当金としてお支払いします。
　2022年度は年間掛金（制度運営費除く）の約25.4％（2021年度は約26.2％）が配当金として支払われました。

（なお、配当金は変動しますので、将来のお支払いをお約束するものではありません。）
●事業所ぐるみでの加入ができます。（事業主が従業員のために負担した掛金は全額必要経費または損金になります。）
※詳細はパンフレット「税法上の取り扱い」をご参照ください。

2025
以後、2025年4月1日から1年ごとに更新して継続します。

大樹-KB-2023-731



1回の入院に対する支払限度日数
は　　  （通算で　　　  ）となり
ます。

入院給付金日額は　　　　　、
　　　　 、　　　　　 から選択
できます。

　　　　によるお申込み手続き
です。

　　　　に収支計算を行い、 　　　が生じ
た場合、　　　  をお受取りになれます。

※詳細はパンフレット「主な保障内容」を
ご確認ください。

※告知に関しては、パンフ
レットの「正しく告知いただ
くために」をご覧ください。

※脱退され、保険期間の中途で保障終了となら
れた方は配当金をお受取りになれません。

特徴3特徴2
124日 1,095日

医師の診査ではなく、健康状態
等の告知

1年ごと 剰余金
配当金

団体保険としての割引が適用され
た掛金です。

ケガや病気等による1泊2日以上の
継続入院、手術等まで幅広く保障。
差額ベッド代を
はじめとする入
院に伴う費用の
確保に！

5,000円
7,000円 10,000円
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̶加入のご検討に際しましては、パンフレット（「契約概要・注意喚起情報」等を含みます。）にて必ず詳細をご確認ください。̶

総合医療保障プラン
総合医療保険（団体型）／掛金負担が個人（本人（主たる被保険者））で、ご本人さまが加入の場合、配偶者さま・お子
さまもお申込みができます！（ただし、掛金負担が事業所の場合は配偶者さま・お子さまはお申込みできません。）

加入 ①  都道府県会会員　②  都道府県会会員の事務所に勤務する職員
③  全国社会保険労務士会連合会および都道府県会の事務局の役員および職員
④  ①～③の方のご家族（家族とは配偶者・こども）資格
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引受保険会社
日本生命保険相互会社
担当：広域法人部 小林
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-1 日比谷ビル6階
TEL：03-5533-5453

効力発生日 募集期間
2024年 7月1日 2024年 4月1日～2024年 5月20日
2024年10月1日 2024年 7月1日～2024年 8月20日
2025年 1月1日 2024年10月1日～2024年11月20日

●男性・女性とも同一掛金です。また、本人・配偶者とも同一掛金です。
【ご参考】1カ月あたりの概算掛金
入院給付金日額5,000円

◎新規加入は〈本人〉年齢14歳6カ月超65歳6カ月以下の方。継続加入は年齢69歳6カ月以下の方。
〈配偶者〉年齢満18歳以上65歳6カ月以下の方。継続加入は年齢69歳6カ月以下の方。
〈こども〉年齢22歳6カ月以下の方。ただし、加入資格のあるこどもが2名以上いる場合は、全員ご加入ください。この場合、保障額は同一となります。

（掛金の単位：円）

保険年齢 15歳～19歳 20歳～24歳 25歳～29歳 30歳～34歳 35歳～39歳 40歳～44歳
掛　金 624 960 1,342 1,465 1,451 1,490

保険年齢 45歳～49歳 50歳～54歳 55歳～59歳 60歳～64歳 65歳～69歳 こども0歳～22歳
掛　金 1,762 2,272 3,084 4,109 5,574 832
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給付金 配当金掛金

金
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・掛金は3カ月一括払となります。掛金は3カ月ごとに指定口座から振替えます。
・上記は実際の掛金を3で除した1カ月あたりの概算掛金です。

正規掛金は更新日（2024年4月1日）の申込締切後に加入者数等に基づき算出し、今回はご加入日から適用します。追加募集の際に加入される場合は、
掛金が確定している可能性があります。掛金は直近更新日時点の保険年齢でご確認のうえ、詳細は共済会までご照会ください。掛金は、毎年の更新日に
再計算し適用します。年齢が上がり、次の年齢群団へ移る方が同額の給付金日額で更新された場合、通常、更新後の掛金は更新前より高くなります。

※「保険年齢」は、被保険者の年齢を満年齢で計算し、1年未満の端数は6カ月以下は切捨て、6カ月超は切上げます。
　（例:19歳7カ月の被保険者の方の保険年齢は20歳となります。）

お申込みにあたっては、巻末の FAX用紙で加入手続き必要書類をご請求ください。

日本-医-2023-707-12399-T（R6.1.24）



B22-902786　使用期限:2023年1月



※アフラックの「がん保険」「医療保険」に付加
する先進医療の特約および先進医療・患者申
出療養の特約は、被保険者お１人につき通算
して １特約のみご契約いただけます。

シンプルな基本保障で保険料も
お手頃な医療保険。加えて、特
約ひとつからほしい保障を自由
に選べます。

特長特長

医療保険　EVERシンプル　銀泉シンプルプラン
治療給付金の支払限度の型：１か月型
治療給付金額：８万円
定額タイプ

三大疾病保険料払込免除特約なし
入院給付金不担保特則あり
保険期間／保険料払込期間：終身

医療保険 EVERシンプル　銀泉シンプルプラン保障内容

満50歳以上の方は治療給付金を５万円まで下げることも可能です。
＊支払事由のうち、入院のみに該当した月は、１回の入院についての治療給付金をお支払いする月数に限度（１か月）があります。

月額保障

治療費
治療給付金 8万円

2.5万円

いずれかに該当した
月ごとに１回

外来手術のみに
該当した月の場合

同月内に複数の支払事由に
該当した場合でも、
重複してお支払いしません。

病気・ケガによって、
つぎのいずれかに該当したとき

入院をしたとき

１か月型＊

入院中に手術を受けたとき

月数無制限

放射線治療を受けたとき

月数無制限

外来によって手術を受けたとき

月数無制限

■ご契約後のサービス

● オンライン医療相談サービス 提供：(株)メディカルノート
● 24時間健康電話相談サービス 提供：(株)ウェルネス医療情報センター
● セカンドオピニオンサービス 提供：(株)法研

ベストドクターズ®・サービス
● 治療を目的とした専門医紹介サービス 提供：(株)法研

ベストドクターズ・サービス
● メンタルヘルス電話相談サービス 提供：(株)保健同人フロンティア
● メンタルヘルス面談サービス 提供：(株)保健同人フロンティア
● 介護電話相談サービス 提供：(株)ウェルネス医療情報センター
※Best DoctorsⓇおよびベストドクターズは、Best Doctors, Inc. の商標です。
※これらのサービスは、各提供会社が提供するサービスであり、アフラックの保険契約による保障

内容ではありません。
※各サービスについて、詳しくはアフラックオフィシャルホームページ

https://www.aflac.co.jp/keiyaku/iryosoudansupport.html をご確認ください。
※これらのサービスは 2023年９月19日現在のものであり、将来予告なく変更もしくは中止される

場合があります。

835円 955円 1,345円 2,154円
991円 1,185円 1,230円 1,665円



（＊１）上皮内新生物は支払対象外です。
（＊２）ご希望により取り外すことができます。
※★の給付金等は保障額を半額にしてお申込みいただくことができます。
※保障の開始まで３か月の待ち時間（保障されない期間）があります。団体（集団）取扱の
待ち時間については「注意喚起情報」をご確認ください。
※「先進医療」および「患者申出療養」は、厚生労働大臣が定める医療技術です。これらは医
療技術ごとに適応症（対象となる疾患・症状など）および実施する医療機関が限定され
ています。また、医療技術・適応症・実施する医療機関は随時見直されます。

がんによる入院・通院・三大治療（手術、放射
線治療、抗がん剤治療・ホルモン剤治療）など
に幅広く対応しています。また、特約を付加する
ことで治療前の検査から治療後の外見ケアま
でしっかり備えることができます。

（＊）アフラックのよりそうがん相談サポートは、Hatch Healthcare
株式会社が提供するサービスであり、アフラックの提供する保険ま
たはサービスではありません。サービスの詳細は、アフラックオフィ
シャルホームページ
https://www.aflac.co.jp/keiyaku/gansoudansupport.html 
をご確認ください。

よりそうがん相談サポーターは、がん患者様の
ご相談サポートの経験がある看護師・社会福
祉士等のメンバーで構成された専任のサポート
チームです。お一人おひとりに合わせて信頼で
きる情報や安心して利用いただけるサービスを
ご案内し、お困りごとや疑問の緩和・解消をサ
ポートします。

〈抗がん剤・ホルモン剤治療特約〉〈がん先進医療・患者申出療養特約〉
の更新後の保険料は更新時の年齢・保険料率によって決まります。

生きるためのがん保険Days1　

東京リテール営業第一部



Dタイプは、業務に起因
する事故は補償の対象
となりません。

プラス

新発売
AタイプSタイプ Bタイプ Cタイプ Dタイプ

休業給付（所得補償） 傷害給付（傷害補償）

A1タイプ名

天災補償

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

850円

1,060円

1,330円

1,580円

1,840円

1,960円

2,060円

3,090円

490円

610円

770円

910円

1,050円

1,130円

1,190円

1,780円

830円

1,030円

1,290円

1,540円

1,780円

1,900円

2,000円

3,000円

480円

590円

740円

880円

1,030円

1,100円

1,150円

1,730円

年齢に
関係なく

一律

ご家族＊2

まとめて
補償します。

180円

ご家族＊2

まとめて
補償します。

210円

年齢に
関係なく

一律

個人賠償責任補償特約

A2 B1 B2 C1 C2 D D2

オプション

なし あり なし あり なし あり

1事故につき下記保険金額を限度に
保険金をお支払いします。

免責金額（自己負担額）はありません。

国内：1億円
国外：1億円

国内：無制限
国外：1億円

保険金額
（1口あたり）

死亡・後遺障害 ：620万円
入院1日につき：3,600円
通院1日につき：2,500円

1ヶ月につき：9万円
 ： りたあ日1（ 3,000円）

※手術保険金は入院保険金日額の
10倍（入院中の手術）または5倍

（入院中以外の手術）となります。
※傷の処置や抜歯等お支払いの

対象外の手術があります。

保険金をお支払いする
1事故あたりの限度期間  ：1年間
免責期間＊1：7日

※1ヶ月を30日として日割計算します。

1ヶ月につき：10万円

（ ）保険金をお支払いする
1事故あたりの限度期間  ：1年間
免責期間＊1：7日（ ）

S1

1,130円

1,370円

1,650円

1,960円

2,280円

2,460円

2,580円

3,880円

1,100円

1,330円

1,600円

1,900円

2,220円

2,390円

2,510円

3,770円

S2

なし あり

1ヶ月につき：10万円

保険金をお支払いする
1事故あたりの限度期間  ：1年間
免責期間＊1：入院のみ0日

上記以外4日（ ）
自宅療養も補償 自宅療養も補償 入院のみ補償

＊1 保険金をお支払いしない期間をいいます。
＊2 ご家族の範囲は下記の通りです。

・ご本人の配偶者・ご本人またはその配偶者の同居のご親族・ご本人またはその配偶者の別居の未婚のお子様・ご本人が未成年者または
保険の対象となる方が責任無能力者である場合は、未成年者または責任無能力者の親権者およびその他の法定の監督義務者等も保険の
対象となる方に含みます（未成年者または責任無能力者に関する事故に限ります。）。
親族とは、6 親等以内の血族または 3 親等以内の姻族をいい（配偶者を含みません。）、未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
配偶者とは、法律上の配偶者のほか、①婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および②戸籍上の性別が同一で
あるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。ただし、①および②については、以下の要件をすべて満たすことが
書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。

a. 婚姻意思を有すること（戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。）。
b. 同居により夫婦同様の共同生活を送っていること。

なお、保険の対象となる方の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。

※S～Cいずれかのタイプにご
加入の方のみセットできます。

保
険
金
額（
１
口
）

タ
イ
プ
名

保
険
料（
１
口
・
月
額
）

保
険
料
例（
１
口
・
月
額
）

年 齢
2023年
10月1日
現在の
満年齢

1,770円

年齢に
関係なく

一律

1,500円

年齢に
関係なく

一律

2023
2024



承認番号：B23-900455　承認年月：2023年6月



毎月25日までにWeb申込み、
月末までに保険料お振込み
いただいた場合、翌月１日
午後４時より補償開始

秘密の漏えい（内、情報漏えいに起因する事故については、サ
イバーリスク保険（特約）・サイバーリスク保険〈情報漏えい限定
補償プラン〉（特約）で補償されます。）

（8） サイバー攻撃に起因する損害 等



2023

WEB こちらの二次元コードからも
アクセスできます

2024

9:30～12:00、13:00～17:00平日

2024年1月作成　23TC-007339

●年間保険料は、保険期間2023年12月1日午後4時から2024年12月1日午後4時までの1年間のものです。
※保険料は、ご加入時に１年分（中途加入の場合は加入月数分）を一括してお支払いいただきます。

・この保険は、加入依頼日の事務所人数で保険料を算出します。
・事務所人数とは、開業社労士の場合は「開業社労士１名とその他職員人数」、社労士法人の場合は「法人の社員数とその他職員人数」をいいます。
・社労士法人の場合は、法人の代表者が、従たる事務所の人数を含む法人全体の人数により保険料を算出してください。

A

1請求当たり 保険期間中
年間（12ヶ月）

（a）開業社労士・
     法人の社員

(b)その他職員   開業社労士・
法人の社員

その他職員   

支払限度額

タイプ

B
2,040円

2,760円

3,000円C

13,200円

17,760円

20,160円

6,000万円

9,000万円

3,000万円

保険料（1名あたり）

（参考）１ヶ月あたり

170円

230円

250円

1,100円

1,480円

1,680円

2,000万円

3,000万円

1,000万円

保険料計算方法1

本保険は、加入依頼日の開業社労士もしくは社労士法人の社員数とその他職員人数により年間保険料を算出し、確定します。したがって、
保険期間中に、保険料計算の基礎となる事務所人数に変更が生じても、変更のお手続きは不要です（保険料の追加、返戻は行いません。）。
※ただし、個人でご加入の方が法人を設立した場合は、事務所人数の変更の有無にかかわらずお手続きが必要です。

※免責金額（自己負担額）：１請求あたり１０万円

保険料算出における人数の取扱い

保 険 料

ご注意！

■年間保険料（２０23年１２月１日～１年間でご加入の場合）
【計算式】年間保険料は、人数×年間保険料で計算します。

（a）開業社労士・法人の社員
 年間保険料

その他職員人数 （b）その他職員
年間保険料

年間保険料
＋ ＝×

・開業社労士は1名
・社労士法人は
 社員数（＊1）

×名 円 名 円 円

●ご更新で変更手続がない（自動更新）場合、前年同等の内容で更新されます。
※開業社労士・法人の社員とその他職員で保険料が異なります。
＊1「 社労士法人」の社員とは社労士法人の出資者であって、業務を執行する権利義務がある方で、社労士法人に雇用される従事者以外の方です。

ご希望の契約タイプと、事務所人数（開業社労士の場合は「開業社労士１名とその他職員人数、社労士法人の場合は「法人の社員数（＊1）とその他職員人数」）により、保険
料を計算します。
更新保険料の算出における人数の取扱いは、更新期間中（2023年 9月 8日～10月13日）の人数により算出してください。

保険期間中の人数変更について2

●その他職員とは社労士事務所もしくは社労士法人に所属し、社労士業務に関与する全ての方々（事務所に勤務する勤務社労士、事務職員など
の従業員）を言います。社労士業務に携わらない方（経理業務のみ等）や、産休、育休等で休業中の方は人数に含める必要はありません。
なお、社労士が行政書士・税理士等を兼業し、事務職員が兼任している場合や、社労士業務に関与されている場合は人数に含みます。

●臨時の職員の場合、年間を通じて３０日以上雇い入れることになる場合は、人数に加えてください。
●短時間労働者（パート）の場合は、加入依頼時におけるパート全員の１週間の合計延べ労働時間をもとに人数を規定します。合計延べ労働時間

を４０時間で割り、算出した数の小数点以下を切り上げてください。
（例）週２日４時間のパートが１名、週３日５時間が１名：（４時間×２日×１名＋５時間×３日×１名）÷４０時間＝０.５７５⇒１名

週５日５時間のパートが２名の場合：（５時間×５日×２名）÷４０時間＝１.２５⇒２名



※社会保険労務士とその他職員の合計人数になります（被保険者と同居の親族は人数に含みません。派遣労働者は含みます。）。



2024 2025

2024年1月作成　23TC-007339

〒104-0033 東京都中央区新川1-8-6 秩父ビルディング６階

03-4332-4010
03-4332-4014

（＊１）侵害行為とは、以下の事由をいいます。
●労働者の募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職、解雇、賃金、労働時間その他の労働条件につい

て差別的または不利益な取扱いを行うこと。
●職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応によりその労働者に不利益を与えることまたはその性的

な言動により就業環境を害すること。
●職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

労働者の就業環境を害すること。
●職場において行われる労働者に対する次の事由に関する言動により、その労働者の就業環境を害すること。

・労働者の妊婦または出産
・産前、産後休業等の制度または措置の利用
・育児休業、介護休業等の子の養育または家族の介護に関する制度または措置の利用







募集代理店　御中
今回提供する個人情報の貴社における利用目的が、貴社が委託を受けている保険会社の各種商品やサービスの案内・提
供・維持管理であることを確認しました。また、上記の保険会社の各種商品やサービスの案内等のために、貴社がその提
携先である保険会社の代理店と共同して対応する際には、個人情報が当該代理店に提供されることにつき同意します。

■ 取りまとめ先
全国社会保険労務士会連合会共済会
〒 103-0021　東京都中央区日本橋本石町 3-2-12　社会保険労務士会館 7 階
ＴＥＬ：03-6225-4864　ＦＡＸ：03-6225-4865

資料請求はインターネットから可能です● ●

全国社会保険労務士会連合会共済会ホームページよりアクセスできます。
QRコードからも

読み取り可能です。

■ ［ FAX 03-6225-4865 ］あてに
お送りいただくか、全国社会保険労務士会連合会共済会ホームページよりお申込ください。

お送りいただいた個人情報は厳正に管理し、今回の募集等共済会運営に必要な範囲で使用いたします。
また、各保険募集代理店と共同し対応する際には、個人情報を募集代理店へ提供させていただきます。

お名前

FAX 03-6225-4865

フリガナ

生年月日 □ 昭和
□ 平成 　　年　　　　　　月　　　　　　日生

TEL

FAX
－　　　　　　　－
－　　　　　　　－

資料送付先
事務所
所在地

又は住所

〒　　　－

男　　女性別

社会保険労務士
登録番号

申込書
資料請求

□ P. 2 グループ保険
□ P. 3 総合医療保険（団体型）
□ P. 4 団体医療保険
□ P. 5 医療保険 EVERシンプル
□ P. 6 生きるためのがん保険Days1
□ P. 7 休業給付／傷害給付
□ P. 8

11・12
長期所得補償制度

□ P. 使用者賠償責任保険制度
※報酬口座振替システムご希望の方は収納会社へ直接お問い合わせください

WEB

加入希望
総人数

名

AF003-2024-0022 2月5日（260205）
2024年3月作成

資料を希望される方は、該当項目をご記入の上、取りまとめ先の共済会

https://www.shakaihokenroumushi.jp/tabid/495/Default.aspx


